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裕Ill

:  は  じ め  に

昭和53年から新たな構想のもとに発足 した新農業構造改

善事業においては,農業や農村を取りまく厳 しい情勢に対

応して,む らぐるみで推進する手法が取 り入れられ,新農

構の柱であり,道づくりとも言うべき作付・栽培協定が締

結されている。この作付 栽培協定について事例調査等を

もとに,種類と内容について若千の整理を行ったので,こ

こに報告する。

2 作付・栽培協定の締結状況

地区再編農業構造改善事業実施地区を対象に調査を行う

こととし,は じめに事業計画書 ,協定書等をもとに協定締

結状況を検討した。その結果,協定締結の範囲は 2～ 4集

落,晨家戸数 150戸前後,協定の参加戸数割合は80%で あ

り,協定締結期FFlは 4～ 6年が一般的であった。なお,協

定の内容は地区の実情に応 じて区々であったが,水田地帯

は転作を契機として協定への参加割合が高 く,畑作地帯は

従来の機能集団を主体とて参加割合が低い傾向がみられた。

こうした資料の分析をもとに代表的な地区について概要調

査を実施したが,以下に特徴的な事例につき説明を加える。

(1)二戸市 舌崎地区

この地区の協定の特徴は,『作目毎の生産の組織化』を

目途に締結されていることである。協定は作目毎に締結 さ

れ,転作を促進 しつつ畑作振興を目的とし,具体的にはリ

ンゴ作拡大による産地形成を図ろうとしている。そして,

リンゴ共同防除組合,水稲作業受託集団, さらには葉タバ

コ共同育苗組合のように各作目の生産の組織化を図りつつ

個別農家の経営要素を地域の基幹となるリンゴ作に投入で

きる条件を整備することをねらいとしている。

(a 北上市 元宿地区

この地区の特徴は,基盤整備事業を契機とした『 プロッ

クローテーション転作』を目指して締結 t/ていることであ

る。地域に割 り当てられた転作率に応じて圃場を数プロッ

クに分け,水稲と小麦,ラ イ麦等を主体とした作付を実施

し,同時に米麦の機械化一貫作業体系を取 り入れ,農作業

受委託を含めた機械施設利用組合を組織し,都市近郊の兼

業化の強い地域における転作に対応している。

0)胆沢町 ―の台地区

この地区の特徴は,「粗飼料生産と中間生産物交換の組

織化Jを目指した協定にある。水稲+肉牛,水稲+酪農の

複合経営を確立するため,転作は牧草を水系毎に作付し機

械化一貫作業体系が可能なように工夫し, さらには稲わら

と堆肥の交換に加え,粉砕桝殻を敷料として活用するなど

中間生産物利用協定であり,地域農業複合化の方式をとっ

ている。

“

)山形村 荷軽部地区

この■l区 の特徴は,「農用地の効率的な活用を図る団地

転作』について協定 していることである。酪農の規模拡大

を進めるため転作により飼料生rF~を 行 う協定と,野菜の生

産拡大のための協定を行い,特 に土地利用台帳とも言うベ

き協定書を作成 し,個別農家における毎年の土地利用計画

の作成と集落内の農家間の調整のもとに実施 している。

3 作付・ 栽培協定の特徴

締結されている協定の特徴を総括的に述べると,① 水回

転作を契機 とし,L・ らづ くりの方向に沿った土地利用の再

編を協定の 1つ の柱としてとらえている。さらに,② むら

づ くりに必要な各種の協定が地域の実状に応して幅広 く締

結されている。③集落全体として或いは機能集団として必

ず実施 しなければならない問題や,実施すべき時期に来て

いる問題を中心として締結されている。即ち,農業の展開

のためには不可決な事項が盛 り込まれ,実践に移 されつつ

ある。また,協定に盛 り込まれた事項で荒し作 りの解消 ,

交換耕作,土地の貸借等の協定等は,短期間に実践に移す

ことが難 しいと思われるが,今後その気運をどのように醸

成してゆくかが課題になっている。

以上のことから,こ こでは作付 栽培協定を広義にとら

えて,「むらづ くり」を実現するための約束事項と解 した

い。それは,新機構の政策の展開が,農業構造改善のため
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の各種の課題に対し,む らぐるみ運動を起 しつつ迫ろうと

するためである。すなわち,集落全体の合意集積のもとに

「むらづ くり構想」を樹立 し,こ のむらづ くり構想の実現

のための手段を作付・栽培協定と考える。

4 作付・ 栽培協定の種類 と内容

事例調査等をもとにし,さ らに今後考えられる協定内容

を農業生産に関するものから農村生活に関するものまで摘

出 し,目 的,種類 ,内容と改善目標 ,実施手段について分

類を試みた (図 1)。

① 構造改善推進体制整備は,む らづ くり相談会の開催 ,

各種研修会の開催 ,地域 リーダーの育成,農業の担い手育

成に関する協定で,特 に「むらづ くり構想」を樹立する大

きな役割を有する。

① 農地の適正な利用と管理は,土地の利用管理が地域に

おいて自主的にコントロールできる方向に立つというのが

新農構の焦点であり,作付 栽培協定の中心 となるのが

「土地利用協定Jである。内容は,農地開発造成,基盤整

備 ,農道整備 ,適正な作付方式と農地有効利用,不作付

荒 し作 りの解消 ,農地の流動化であり,開発計画,整備計
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図 1 作付 栽培協定の種類 と内容

画,利用計画等の基本となる計画が必要である。

① 農業生産及び経営の近代化は,例 えば,「栽培技術協

定」である。作日,品種,作型の決定,育由 施肥 ,防除 ,

地力対策 ,家畜飼養方法があげられ,実施に当たっては栽

培ごよみや共同作業 ,機械施設の共同利用等を中心 として

進められている。

① 生産の組織化と再編成は,① に含まれるが,特 に組織

化の視点から取り上げた。この協定は,「労働利用協定J,

唯 械施設利用協定」,「中間生産物利用協定」であり,

その内容は農作業受委託,lll械施設共同利用,利用料 ,労

賃 ,受託l■ ,堆厩肥の活用 ,稲わら,籾殻等の利用と交換

方式である。作業受託組織 ,労働銀行 ,機械銀行 ,堆肥銀

行,機械施設利用組合等の組織作 りを手段とする。また ,

産地の市場評価を高め価格形成力を強化してゆくための

「販売 流通協定」力`ある。

① 集落環境の改善整備は,農村をくらし易 く住み良い生

活環境とするための協定であり,「環境整備協定」である。

集会施設 ,集落道 ,農村公園,防災施設 ,ス ポーツ施設の

整備によるもので,自 治組織との関連で行 う必要がある。

以上の様に,作付・栽培協定は広義にとらえると農業生

産から農村生産環境に至るまで広範に亘っていることから,

基本はあくまでも「むらづ くり構想」であり,その推進で

あるとの認識に立てば,農業生産関連協定と農村生活関連

協定は,いずれも同じウエー トで実施されるべきものと思

われる。

5 ま  と  め

作付・栽培協定を広義にとらえると,①農業生産から農

村生活環境までに及ぶ広範なものである。② むらづ くり構

想実現のための手段と考えられる。③実践にあたっては,

当事者農民のみで実践されるものではなく,集落全体が認

知 し,組織的には集落自治組織を中心とした各種機能集団

の相互の関連のもとに行われるべきものである。
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